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各市町村保育主管課長殿
　（指定都市・中核市を除く。）
愛知県健康福祉部子育て支援課長

新型インフルエンザ対応における臨時休業解除等に当たっての留意点
       について

　本県での新型インフルエンザの患者発生は、現在のところ確認されていませんが、このたび、国において「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」が示されたことを踏まえ、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課から別添のとおり事務連絡がありました。
　つきましては、保育施設等について、地域において急速に患者数が増加し、感染の蔓延期への移行が認められるときは、季節性インフルエンザと同様の対応になりますが、児童の健康状態の把握や施設の衛生管理など留意点がありますので、適切に対応するようお願いします。
担　当　保育・育成グループ
電　話　052-954-6282（ダイヤルイン）
ファクシミリ　 052-971-5890  
